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今後の除染・中間貯蔵施設・放射性物質汚染廃棄物処理事業の適正な実施に向けた

企業統治の強化及びコンプライアンスの再徹底について（要請） 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記事業の適正な実施に向けた企業統治の強化及びコンプライアンスの 

徹底については、令和2年9月3日付け全建事発第087号によりお願いしたところ  

ですが、このたび、過去に環境省が発注した放射性物質汚染廃棄物関係工事に関連

する元請事業者の元社員が、当該事業における所得税法違反で起訴されたことから、

令和3年7月13日に、環境省環境再生・資源循環局長より本会に対し、企業統治の

強化及びコンプライアンスの徹底について改めて要請があり、別添を手交され  

ました。 

つきましては、本件について、貴会会員企業の皆様へ周知賜りますよう、    

よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 
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